
■事業のおおまかな流れ ※詳細は「足立区細街路整備事業の手引き」をご覧ください

手引きの参照 足立区

P６参照

添付書類の精査

添付図面等の確認・修正依頼

細街路協議済通知書を交付※²

※²書類に不備があった場合は、

  修正完了から通知書の交付まで、

  約1ヵ月かかります

協議書に添付する「求積図の後退面積」の修正が

ので注意してください。

P8、9参照

P7参照

申請者(代理人)及び区で現場立会

区整備

現場検査

P10、11、12参照

助成金・奨励金を交付※⁷

※⁷交付対象の場合のみ

後退範囲内の支障物撤去※⁶

後退位置及び中心を現地に仮標示

自主整備

現場検査

細街路整備完了届等を提出

※⁶助成対象の場合は前・中・後の写真を提出

権利関係の書類提出 

 工事に必要な諸手続き

工事希望日の1ヵ月前まで

助成金等交付申請書を提出※⁵

建築工事

後退範囲内のライフライン切り回し工事※⁶

※⁴施工依頼書は区整備の場合のみ

※⁵交付申請書は助成金等交付対象の場合のみ

申請者(建築主)等

細街路協議書を提出※¹

※¹添付図面の作成例はP14～19参照

施工依頼書を提出※⁴

建築確認申請※³

建築確認申請の図面をそのまま転用することは

できないので注意してください。

「建築確認申請の敷地面積」に影響する場合がある

※³建築確認申請と細街路協議書は建築基準法上での

紐付きはありません。

区整備の場合

新築の足場撤去時期を区へ連絡

現場立会日程の調整

自主整備の場合


